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指定避難所と感染症対策について 

 

 大雨や台風の時、「危険を予測し、迷わず避難」 

することが大切です。避難が遅れると避難すること自体が危険です。 

しかし、感染症が不安・・・と感じられている方も多いでしょう。 

 市では、以下の感染症対策をしています。 
 

＜菊川市の指定避難所における感染症対策＞ 

◆体温計を設置 

◆間仕切りを設置し、体調不良の方などとの距離を確保 

◆手指消毒用アルコール剤により、出入口で消毒を実施 

 

災害の規模によって、消毒や間仕切りの不足や、避難者同士が密集す

る可能性があります。以下のことについて、避難者の皆様のご協力をお

願いします。 
 
 

＜皆様へ 4つのご協力のお願い＞ 

 

１ 自宅が安全かどうかを確認する（避難が本当に必要か） 

   →菊川市ハザードマップや避難行動判定フロー（裏面）で確認 

２ 避難する時は必要なものを持参して避難する 

（食料、水、マスク、手袋、常備薬、着替えなど） 

  3 頼れる親戚や知人宅へ避難することも検討する  

４ お互いが思いやりの精神で行動し、みんなで協力し合う 
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